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府総第5 7 8号

令和2年1月10日

裁判所長官
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｢故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の執行について

(通知）

標記について、下記のとおり 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合

葬儀が執り行われることになりましたので、通知します。同葬儀が執り行われることになりましたので、

記

令和2年3月15日 （日）午後2時

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀

グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール

内閣及び自由民主党

日時

名称

場所

主催者
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事務連絡

令和2年1月15日

最高裁判所秘書課長殿

内閣府大臣官房総務課長

故中曽根康弘元総理に対する「追悼の辞」 （弔辞）の作成について（通

知）

平素大変お世話になっております。

さて、令和2年1月10日付け府総第578号により通知いたしました「故中曽根

康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の執行におきましては、葬儀委員長（内閣総理大

臣）のほか、衆議院議長、参議院議長及び最高裁判所長官より 「追悼の辞」 （弔

辞）を述べていただくとともに、その英文版を海外からの参列者に配布することな

どを予定しております。

つきましては、最高裁判所長官の「追悼の辞」を、 1月31 日 （金）までに、下

記連絡先まで電子ファイルにて提出いただきますようお願いいたします。

【連絡先】

内閣府内閣。自由民主党合同葬儀準備室

TEL■■■■■■■
_ノ



◆

■

妻．

件
名

i l政中音根康弘』内閣・目田氏王克合同葬儀参ﾀll有砥薦恢頼について
+

↓

一訓

刷
い

文

－－ 一一一一 申一一一一ヶ一一一一→

文書
－－－－･も－

番号

i最高裁秘書第362号
一 』一一一

起
案
一
分
類
名
称
一
取
扱
区
分

起案日 令和2年2月3日

部署

申 一一→‐一一一－一 →◇－－← -- 圭 二

起案者

連絡先

大分類

中分類
－－申－－－－－→一舎 一一

名称(小分類）

秘密区分

最高裁判所最高裁判所
事務総局秘書課秘書課庶
務第一係

一

池島憲子

(庶
■
０
口
ｊ
タ
４

－

交際

－－－1

●一一一中-→一一. .一 一一一一一一一 一一一 ﾏ －－－－－－ マー－~－

別紙2参照

一
■
ｐ
■
ｑ
ｕ
Ｇ
り
０
１

６

６

－

↑

一一一一一弓

８

０

■

０

Ⅱ

決

裁

施

行

■■

毒第一）庶毒（鬘葺務）

秘密期間終了日

指定事由
－－－▲ ー

1
1

’
１
４
１
１
１

１
１

１
１

格
付
け

保

|存

受付日

決裁処理期限日

決裁日
■･■堅 ‐■一一一一訂 －●

施行処理期限日

施行日

施行先

一一一一－－

の注意

機密性格付け

取扱制限

行政文書保存期間

保存期間満了時期

令和2年1月31日

－－－申

22
■
（
Ｊ
Ｄ
Ｐ
″
一

ム
0

－－－→‐一■旱＝－－－= ●ー－－

÷－

一一一－一－－－凸一

－
一－－一一一一一一寺一一 ■－

2

5年

令和7年3月31日

決
裁
。
供
覧
欄



の怖の＃鑿陛 刃閣、

’

一一一凸
－ －

－－●ー一宇一一÷一心 今 今一一一一 －－－ - - 勺■一 一一一

q

文
書 ’

番’
1

巨
育

名
称
（
小
分

類

…

共
同
起
案
者
欄



府人第1 1 9

令和2年1月30
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最高裁判所事務総局秘書課長殿

I

内閣府大臣官房人事課長

｢故中曽根康弘｣内閣。自由民主党合同葬儀参列者推薦依頼について

来る3月15日 （日） 、グランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにお

いて執り行われます｢故中曽根康弘｣内閣。自由民主党合同葬儀に参列する者を

推薦範囲（別添）により推薦し、別紙様式に記入の上、 2月5日 （水）正午ま

でにご提出願います。
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(別添）

推薦範囲

最高裁判所

①国家公務員

・ 認証官（国務大臣を除く）

・ 事務次官等及びその他の職員の中で参列するにふさわしい者

②各界（8名）

各界において代表的立場にある者等参列者としてふさわしい者

※推薦された者については、名簿の重複等を調整した後、案内状等を送

付しますので、発送は貴省庁等でお願いいたします。



葬儀参列者推薦名簿記入要領

1 名簿は、別紙様式により作成して下さい。

2作成いただいた名簿は、以下のアドレスに電子メールでご送付ください。

｜電子メール宛先

3 「ふりがな」欄は、全角のひらがなとし、名字と名前は別のセルに入力し

て下さい。

4 「氏名」欄について、 旧字等の特殊文字（外字等）は対応できない場合も

ありますのでご留意ください。

5 「役職名」欄は、参列者の主な役職を一つ記入してください。

6 「備考」欄は、元議員の経歴がある場合には、その旨付記して下さい。

7 「郵便番号」欄及び「住所｣欄の記載は不要です。

8 名簿の重複等を調整した後、案内状等を送付しますので、発送は貴省庁等

でお願いいたします。

【様式記入例】

|推蕩雀方餐等■ぶり1 ，がな』氏 名． …~役蕊名
○○省 ないかくたろう内閣太郎○○省事務次官

○○省 ○○審議会会長

○○省 ○○協会会長

I郵痩番号｜ 銭所
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令和2年2月5日、〉／ 、／
， 〆

>（内閣府大臣官房人事課長殿

最高裁判所事務総局秘書課長大須賀寛 之
〆

「故中曽根康弘」内閣。自由民主党合同葬儀参列者推薦依頼

について

（1月30日付け府人第119号に対する回答）

,標記について，名簿を別添のとおり送付します。
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－一一__一」|推雇省庁名等
｜ 最高裁判所

_塁4- がな _ I 氏

に
一

一

一

－~憲司役馳名 住所
一一

最高裁判所

最高裁判所 ローー

最高裁判所
一

最高裁判所

最高裁半||所

最高裁半|l所

最高裁半'1所



推鼠省庁名等 ふり

最高裁判所｜
最高裁判所． みよし

最高裁判所やまぐち

最高裁半'1所 しまだ

最高裁半'1所 たけさき

最高裁判所 てらだ

みよし

やまぐち

I 良一~了=‐
一

一一

一

鍛
一

’がな 名 役職名

に
げ

備考

呈西『二一
一
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達
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一
陣
一
鋤

とおる

しげる

|にろう
ひろのぶ

軋 一 ■

いつろう

弐
一
叩
一
率
一
慨
一
語

元最高裁判所長官

元最高裁判所長官

元最高裁判所長官

元最高裁判所長官

元最高裁判所長官

「
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決裁.鰯
畷甲曽濡荊~丙藺石~宙戻至覺苔同葬儀の執行の延期について(通知 ’

1

一
件
名

文書番号

最高裁秘書第747号１
－

伺
い
文
一

令和2年3月5日令和2年3月5日逼案日

藷

受付日

一
署

起
一
部

最高裁半
事務総辰
務第一ド

高裁判 決|決裁処理期限日所最高裁判所
務総局秘書課秘書課庶
第一係

起 F2 ･ 3、 い裁決裁日

施行処理期限日

施行日

施~~一一－
a案 室
忠
一盤
。

起案者

連絡先

大分類

中分類

名称(小分類）

－

施行先

施行者

取扱上の注意

機密性格付け

」

(事務）(庶務第一）庶務分
類

蒼－－－4行腫耆交際

別紙2参照
|中分類
称|名称(小分類）

－－－取扱上の注意

格機密性格付け 1
－－付一=一
け取扱制限

保行政文書保存期間5年
存保存期間満了時期令和7年3月31日

庶務第一係 庶務第一係
01 02

●

1

行政文書保存期間

保存期間満了時期

5年

‐

日了終
分
間
由

総
》
取
扱

区’
分
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再一一か

ロ
方
円
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９
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月Ｓ
卿
脾
総
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府
令

裁判所長官

谷 直人殿

高最

大

｢故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同

内閣総理大臣 安倍晋

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の執行の延期につ

いて（通知)

「｢故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の執行について（通

知)」 （令和2年1月10日付府総第578号）により通知した「故中

曽根康弘」内閣。自由民主党合同葬儀の執行について、当分の間、延

期することになりましたので、通知します。

蕊篭善縄
垂屈
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府人第1 1 06号

令和2年9月10日

最高裁判所事務総局秘書課長殿

内閣府大臣官房人事課長

（公印省略）

｢故中曽根康弘j内閣・自由民主党合同葬儀参列者推薦範囲の変更について

「故中曽根康弘｣内閣。自由民主党合同葬儀参列者について、令和2年1月3

()日付府人第1 19号にて推薦を依頼し、御回答いただいたところですが、今

般その準備を行うにあたって、新型コロナウイルス感染症対策のため、参列者

数を大幅に減らすこととなりました。

．つきましては、推薦範囲を別添のとおり変更しますので、別紙をご確認いた

だき、修正等ある場合には、 9月14日 （月）正午までにご提出願います。

五，----- .-プヴョ



ノ

(別添）

推薦範囲

最高裁判所

①国家公務員

。 最高裁判所長官

・ 認証官（15名以内）

・ 事務総長

②元最高裁判所長官

※推薦された者については名簿の重複等を調整した後、案内状等を送

付しますので、発送は貴省庁等でお願いいたします。



葬儀参列者推薦名簿記入要領

名簿は、別紙様式により作成して下さい。

作成いただいた名簿は、以下のアドレスに電子メールでご送付ください。

１
１
甸
乙

｜ ’電子メール宛先

3 「ふりがな」欄は、全角のひらがなとし、名字と名前は別のセルに入力し

て下さい。

4 「氏名」欄について、 旧字等の特殊文字（外字等）は対応できない場合も

ありますのでご留意ください。

5 「役職名」欄は、参列者の主な役職を一つ記入してください。

6 「備考」欄は、元議員の経歴がある場合には、その旨付記して下さい。

7 「郵便番号」欄及び「住所」欄の記載は不要です。

8 長官及び元長官については、配偶者同伴でご案内する予定ですので、 「備考」

欄に「配偶者」 と記入してください。

9 名簿の重複等を調整した後、案内状等を送付しますので、発送は貴省庁等

でお願いいたします。

【様式記入例】

推薦省庁名等 ふり がな 氏 名 役職名
○○省 ないかくたろう内閣太郎OO省事務次官

○○省 ○○審諺会会長

○○省 OO協会会長

一
一
一
面
一

■

’
’
一
１
１
１
や
ｌ
ｉ
’
十
１
１
１

錘
二

住所



|推薦省庁名等’ ふり
｜ 最高裁半'|所 ｜おおかに|おおたに最高裁半'1所

がな

－~尼ス
名

邑
一

役職名

最高裁判所長官

郵便番号 住所

匡要
最高裁判所

最高裁判所

「
祉
一
幟

政幸 最高裁判所判事

最高裁判所判事裕
一
謹
一
陸
一
厘
一
劃

木澤

菅野

山口

戸倉

林

宮崎

深山

＝､一
二二》閂

草野

最高裁判所

最高裁判所

最高裁半'1所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

きさわ

かんの

やまぐち

かつゆき

ひろゆき

最高裁判所判蕊

最高裁判所判事

あっし

さぶろう

けいいち

最高裁判所半'1事

最高裁半'1所判事
とくら

はやし

一

’

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

景一

裕子

最高裁判所判事

最高裁半'1所判事
一
亡ざ
ま
や
や
み
み

こ
や

一
つ
／
、

ゆ
た 卓也 最高裁判所半11事

最高裁判所判染
最高裁判所

最高裁判所

みうら まもる 守
一
群<さの

うが

はやし

おかむら

こういち

かつや

みちはる

かすみ

最高裁判所¥11事

賭高裁判所半11事

最高裁判所判事

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

霊
一
林

趣
一
率
一
権
一
幸

－

曇
’
一

岬
一
報

最高裁判所判事

高等裁判所長官
最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高禁判所

いまさき ゆきひこ

二

訴
所
訴

判
判
判

裁
裁
裁

高
高
高

最
最
最 ＝
最高裁判辨 li

最高裁判訴1
蕊高裁判所な赤
最高裁判訴一

最高裁判訴 ｜
最高裁判蕪 ｜

l

最高裁判蕪 ｜
最高讓判解 ｜
-塁薑謹判顧 ｜
最高裁判F群 ｜
最高曇判訴

なか

三
むら

÷一I

よ上と 中村 |最高裁半'|所事務総長愼 帝旦溢’ 藷 藷JL

二

二
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名ふり がな 氏 役職名 ｜郵便番号

『二二
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推薦省庁名自
最高裁判所
最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

推薦省庁名等 ｜
最高裁判所 ｜

ふり

一
幕
孟
細

三ｳ7

がな ’氏 名 備考役蹴名 郵便番号 住所

みよし

やまく争ち

とおる

しげる

逮 元溌高裁判所長官 ｉ

繁
一
甑
一
蹴
一
鋤

元最高裁判所長官

元最高裁判所長官

元最窩裁半11所長官

元最高裁判所長官

き

だ
さ
だ

ま
け
ら

し
た
て

にろう

ひろのぶ
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鰯｡供珪見
件|料請嬬乱轤入黙諾籠個講謂謙薦範囲の変更につい 文書番号
名｜ 最高裁秘書第2215号

文書番号

最高裁秘書第2215号

名

I

’

一
伺
い

別添のとおり送付してよろしいか。

文

｜起案日 令和2年9月'1日 ｜ 受付日 －1

起卜部薑 謬鎭秘書課秘書課騰裁織日
｜最高裁判所最高裁判所 決決裁処理期限日 ｜

｜ ”‘ リ、 ！ ’
｜施行処理期限日

e TT-1職睡一 ＄､‘・雲'蕪一 |蓋憲 思大臣富房秘蕊｜ 畦‘二斗

受付日

決決裁処理期限日
裁|決裁日 岩五五

｜

’

決決裁処理期限日

裁|決裁日
｜施行処理期限日
施行日

施一一一 一一

施行先

p， 、 q、 I I

》

彗口》

｜炉二府

一Ｆ１艫－

行薦の謹≦取扱上の注意

（庶務第一）庶務（事務）

交際
|別紙2参照

態
榊

分
類
名
称 名称(小

池島憲子

分類）

秘密区分

秘密期間終了日
取
扱
区
分

機密性格付け格機密性格付け 2

# 取扱制限
保行政文書保存期間5年

存保存期間満了時期令和8年3月31日

2

指定事由

庶務第－－係
01

●●
参事

①
庶務主

●
課長補佐

m●

秘書課 庶務第一係
02
－

■－句一

決
裁
画

供

鬘
欄

’

■ r
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最高裁秘書第2215号､”′

令和2年9月1千日､ ､- v

内閣府大臣官房人事課長殿

最高裁半|｣所事務総局秘書課長大須賀寛之､$ 、く･′

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀参列者推薦範囲、

の変更について

（9月10日付け府人第1106号に対する回答）

標記について,名簿を別添のとおり送付します。

魁j
■



山
推薦省庁名等

最高裁半|I所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

ふり

おおた|こ

いけがみ

こいけ

きざわ

かんの

やまぐち

とくら

郵便番号「がな

なおと

まさゆき

ひろし

かつゆき

ひろゆき

あっし

さぶろう

けいいち

ゅうこ

たくや万

住所氏 名 ，役職名

最高裁半'|所長官．

最高裁判所判事

最高裁判所判事

最高裁判所判事

最高裁判所判事

最高裁判所判事

最高裁判所判事

最高裁判所判梁

最高裁判所判事

賎高裁半11所半ﾘ事

最高裁判所判栗

’
裕
一
泌
一
幟
一
標
一
議
一
岨
一
電
一
林
一
餉
一
剰
一
索
一
等
一
蕾
一
林
一
耐
一
兼

画
一
癖
一
裕
一
垂
睦
一
厚

郵
一
影
一
痔

一最高裁判所 ｜はやし
最高裁判所 ｜みやざき
最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

、最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判訴

最高裁判索

最高裁判訴

最高裁判訴

最高裁判霧

最高裁判霧

みやま

みうら

馳
一
時
一
幹
一
弛
一
率
一
繧
一
華

や

つ

る
い

４
℃
』
つ

＋
誤
この

く
さ
力

く
こ
う

鎧高裁半lj所単ﾘ事

最高裁判所半11詔》
》
一
》
痙
一

はやし

おかむら

いまさき

－

最高裁判所判事

撮馬裁判所半11事

高等裁判所長官

二
》
一

F
司 |最高裁判所事務総長|中村最高裁判所 ｜なかむら

最高裁判癖

塁高曇靭蕪 ｜
曇高裁判所 i

塁高裁判訴 i

一墨高義判扉｜

暴葛蕊判所 1

最高裁判南 i

最高裁判斯

－－I
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一



推薦省庁名等

最高裁判塀

名ふり がな 氏 「諏更蕃喜 二役職名 住所 備考

０ＩＩｌｌｌ口一

飛
訴
判
判
識
罐
最
鰻

『
割
‐
「最高裁判訴

一

鑿
~－－計

－－計
’

一
一
一

一
一
一

一

■■■■■



推薦省庁名等’ ふり がな ｜ 氏 役職名

元最高裁判所長官

画 ■

住所名 郵便番号 備考

みよし ｜とおる
。
「

霜穣判斯

最高裁判所 達弐
一
聖
率
一
獺
一
語

やまぐち しげる

しまだ にろう

たけさき ひろのぶ

てらだ いつろう

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

最高裁判所

繁
一
甑
一
蹴
一
鍬

元最高裁判所長官

元最高裁半'1所長官

元最高裁判所長官

元最高裁判所長官

l
l

､



決裁。 琴員
吐
〈

鴬| ｢蛾轌根康弧｣内閣…主調彌砺颪Fそ~穂、
1一 －~~--- - .---- -- ---←→一－．－ －－-一---- . -- -

文書番号

最高裁秘書第2229号 ’
伺
い
文
－－－－．－

|起案日
一一 47 －

|金和2年9月15日
最高裁判所最高裁判所
|事務総局秘書課秘書課
|務第一係

一
幅
一
」
葺

一
子

一
一
日
一
一

一
》
’
一

一
日
一
処
百
一

-1」量拉

庶鱸起部署

壹一一

不起案者

，連絡先

分'大分類

聾|中分蘋‐

名

称 称
一

名称(小分類）

取魎函三三一

級|挫密期間終了日
区|指定事由

分|
i應課●

1

、

、

決
裁

課長補
01 ひ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｊ
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ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

供
覧
欄

一
《
一
一

備
考
潤

－－－
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の他の機関等陸



》
名
ｇ
″
官
凸
も
り
も
Ｌ
▽
９
ａ
。

⑱

む

ぷ

小

識
理
獄

‐
７
弾
ｆ
Ｌ
○
Ｐ
ｂ
ｇ
Ｄ
、
い

ｒ
ｌ
４
’
《
ｒ
Ｐ
ｖ
１

言'

府総第490号

令和2年9月11日

裁判所長官

谷 直人殿

最 高

大

｢故中曽根康弘」内閣。自由民主党合同葬儀委員長
1 ， －．『.-丁." ． -.2 』． ． 、 、 ‘ l
r.､一・一‘:..‐ー~←.~.~#.. ~.､．､チー'今~､

i l i ! K! 』． ’

内閣総理大臣 安倍晋芋| ir"
C L

I『……?” …～ 1 ’ ‘ ; ･ ′．崎;』. i
； 1－…ルーー ‘ ： I I

｜逢いI｡

､ ｡

》 ・ ‐一・ ・・一・ ・ ‐ ‐････－ ． ； ．
． ' 1

｜ ;_＝一_“ ‘
1－－． ｰ､二一 ‐－‐…．…_－ ， ．． ， ，

ｑ
■
Ｕ
■

Ｄ
■
Ｉ
Ｄ

I

｢故中曽根康弘」内閣。自由民主党合同葬儀の執行について

(通知）

標記について、下記のとおり 「故中曽根康弘」内閣。自由民主党合

葬儀が執り行われることになりましたので、通知します。同葬儀が執り行われることになりましたので、

記

令和2年10月17日 （土）午後2時

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀

グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール

内閣及び自由民主党

日時

名称

場所

主催者 鑑蕊
劉琴

｜

噸
、

，‘”

_〆･･』



秘書課長
参事官

(総務）
係課付 ｜庶務主任｜課長補佐｜ 係長

●
、

● ●● ● ● し象〔｢ﾜ。

芋帳雫繩，撫鱗職『 ,駅府′
[銅｡; (菰髄'帆鯲灘痢
（ ′)ぅ ‘ 孚睡求教瀧隠:専恥）

謹
啓
「
放
中
曾
根
康
弘
」
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
を
左
記
に

よ
り
挙
行
い
た
し
ま
す
の
で
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す

日
時
今
和
一
一
年
十
月
十
七
日
（
土
）
午
後
一
一
時

場
所
グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
新
高
輪
国
際
館
パ
ミ
ー
ル

今
和
一
一
年
九
月

「
故
中
曾
根
康
弘
」
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
委
員
長

記

内
閣
総
理
大
臣

菅
義
偉

敬
具

〃



○
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
参
列
を
自
粛
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
そ
の
際
の
欠
席
連
絡
は
不
要
で
す
。

・
発
熱
や
咳
・
咽
頭
痛
等
の
症
状
の
あ
る
方
、
そ
の
他
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性
と
判
明
し
た
方
と
の
濃
厚
接
触
が
あ
る
方

・
同
居
家
族
や
身
近
な
方
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
疑
わ
れ
る
方
が

い
る
方
、
又
は
、
発
熱
や
咳
・
咽
頭
痛
等
の
症
状
の
あ
る
方
が
い
る
方

・
式
典
当
日
に
お
い
て
、
政
府
か
ら
入
国
制
限
、
入
国
後
の
観
察
期
間
を
必
要
と

さ
れ
て
い
る
国
。
地
域
等
へ
の
渡
航
歴
、
当
該
在
住
者
と
の
濃
厚
接
触
が
十
四
日

以
内
に
あ
る
方

○
式
典
当
日
は
次
の
事
項
に
御
留
意
く
だ
さ
い
。

・
式
典
中
も
常
に
マ
ス
ク
を
着
用
願
い
ま
す
。
な
お
、
式
典
の
趣
旨
に
鑑
み
、
白
色

無
地
を
基
調
と
し
た
も
の
を
御
用
意
願
い
ま
す
。

・
入
場
時
に
検
温
や
手
指
消
毒
を
実
施
し
ま
す
。

・
他
の
参
列
者
と
の
間
隔
を
最
低
一
ｍ
確
保
す
る
よ
う
御
協
力
願
い
ま
す
。

・
指
定
の
席
へ
お
掛
け
く
だ
さ
い
。
（
万
一
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性

と
判
明
し
た
方
と
の
濃
厚
接
触
が
疑
わ
れ
た
場
合
の
御
連
絡
に
必
要
な
た
め
）

ま
た
、
必
要
以
外
の
移
動
や
会
話
は
、
な
る
べ
く
お
控
え
く
だ
さ
い
。

。
入
場
時
に
お
け
る
検
温
で
発
熱
の
疑
い
が
あ
る
方
や
、
式
典
中
に
発
熱
の
疑
い
が

判
明
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
別
室
に
移
動
。
待
機
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
予
め
御
了
承
く
だ
さ
い
。

・
感
染
防
止
対
策
の
一
環
と
し
て
、
会
場
内
の
お
食
事
は
御
遠
慮
く
だ
さ
い
。
（
持
病

等
の
体
調
管
理
の
た
め
の
食
物
は
必
要
最
低
限
で
お
願
い
し
ま
す
。
）

・
飲
料
の
持
ち
込
み
は
紙
パ
ッ
ク
飲
料
の
み
で
お
願
い
し
ま
す
。

○
そ
の
他

・
参
列
後
十
四
日
以
内
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性
と
判
明
し
た
方

は
、
必
ず
速
や
か
に
内
閣
府
合
同
葬
儀
準
備
室
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
ｈ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
直
通
）
）

・
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ゥ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
に
よ
り
、
更
に
規
模
を
縮
小

等
す
る
場
合
は
、
改
め
て
御
連
絡
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
に
関
す
る
御
注
意
事
項
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「
故
中
曽
根
康
弘
」
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀

令
和
二
年
十
月
十
七
日
（
土
）

御
出
席

御
欠
席ふ

ｈ
″
が
な

御
芳
名

御
連
絡
先
（
電
話
番
号
）

該
当
す
る
場
合
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
下
さ
い
・

口
車
い
す
で
の
御
来
場

※
介
添
者
を
同
伴
さ
れ
る
場
合
は
準
備
室
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
に
御
連
絡
下
さ
い
。

※
十
月
五
日
（
月
）
ま
で
に
御
投
函
願
い
ま
す
。
な
お
、
代
理
出
席
は
御
遠
慮
願
い
ま
す
。



~､コシ. 一

剛
最
高
裁
判
所
長
官

□
大
馨
直
人
様

副 ｺﾛﾛﾛ

「
故
中
曽
根
康
弘
」
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
委
員
長

内
閣
総
理
大
臣
菅
義
偉

（
〒
Ⅷ
‐
伽
畜
茶
都
千
代
田
区
永
田
町
一
’
六
’
二



謹
啓
「
故
中

よ
り
挙
行

場
所

日

今
和
↓
一
年
九
月

時
今
和
｜
一
年
十
月
十
と
日
（
土
）
午
後
一
一
時

司

記 苗
日故

中
曽
根
康
弘

、、

根
康
弘

た
し
ま
す
の
で
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す

グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

l

内
閣

L一一

内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
委
員
長

内
閣
終
理
大
臣

自
由
民
主新

高
輪
国
際
館

党
合
同
葬
儀
を
左
記
に

菅

義
偉

敬
具

ハ
ミ
ー
ル

I



○
手
荷
物

Ｏ
自
動
車
標
識
票

○
御
入
場
時
刻

○○

受服な
お
、
御
香
典
、
御
供
物
、
御
供
花
等
は
固
く
御
辞
退
申
し
上
げ
ま
す
。

葬
儀
当
日
御
注
意
事
項

付装

略
礼
服
又
は
平
服
等

国
際
館
パ
ミ
ー
ル
一
階
受
付
に
受
付
票
を
お
渡
し
に
な
り
、

控
え
を
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
・

儀
式
は
午
後
二
時
に
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
、
午
後
一
時
十

分
ま
で
に
受
付
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
当
日
は
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い
・

御
来
場
の
際
、
車
の
前
面
に
お
は
り
く
だ
さ
い
・
こ
の
自
動

車
標
識
票
は
送
迎
用
で
あ
り
、
駐
車
は
で
き
ま
せ
ん
。

当
日
は
、
御
手
荷
物
の
御
持
参
は
御
遠
慮
願
い
ま
す
。



○
式
典
当
日
は
次
の
事
項
に
御
留
意
く
だ
さ
い
。

・
式
典
中
も
常
に
マ
ス
ク
を
着
用
願
い
ま
す
。
な
お
、
式
典
の
趣
旨
に
鑑
み
、
白
色

無
地
を
基
調
と
し
た
も
の
を
御
用
意
願
い
ま
す
。

・
入
場
時
に
検
温
や
手
指
消
毒
を
実
施
し
ま
す
。

・
他
の
参
列
者
と
の
間
隔
を
最
低
一
ｍ
確
保
す
る
よ
う
御
協
力
願
い
ま
す
。

・
指
定
の
席
へ
お
掛
け
く
だ
さ
い
。
（
万
一
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性

と
判
明
し
た
方
と
の
濃
厚
接
触
が
疑
わ
れ
た
場
合
の
御
連
絡
に
必
要
な
た
め
）

ま
た
、
必
要
以
外
の
移
動
や
会
話
は
、
な
る
べ
く
お
控
え
く
だ
さ
い
。

・
入
場
時
に
お
け
る
検
温
で
発
熱
の
疑
い
が
あ
る
方
や
、
式
典
中
に
発
熱
の
疑
い
が

判
明
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
別
室
に
移
動
・
待
機
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
予
め
御
了
承
く
だ
さ
い
。

・
感
染
防
止
対
策
の
一
環
と
し
て
、
会
場
内
の
お
食
事
は
御
遠
慮
く
だ
さ
い
。
（
持
病

等
の
体
調
管
理
の
た
め
の
食
物
は
必
要
最
低
限
で
お
願
い
し
ま
す
。
）

・
飲
料
の
持
ち
込
み
は
紙
パ
ッ
ク
飲
料
の
み
で
お
願
い
し
ま
す
。

○
そ
の
他

・
参
列
後
十
四
日
以
内
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性
と
判
明
し
た
方

は
、
必
ず
速
や
か
に
内
閣
府
合
同
葬
儀
準
備
室
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
ｈ
■
■
二
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
直
通
）
）

・
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ゥ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
に
よ
り
、
更
に
規
模
を
縮
小

等
す
る
場
合
は
、
改
め
て
御
連
絡
し
ま
す
。

○
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
参
列
を
自
粛
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
そ
の
際
の
欠
席
連
絡
は
不
要
で
す
。

・
発
熱
や
咳
・
咽
頭
痛
等
の
症
状
の
あ
る
方
、
そ
の
他
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性
と
判
明
し
た
方
と
の
濃
厚
接
触
が
あ
る
方

・
同
居
家
族
や
身
近
な
方
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
疑
わ
れ
る
方
が

い
る
方
、
又
は
、
発
熱
や
咳
・
咽
頭
痛
等
の
症
状
の
あ
る
方
が
い
る
方

・
式
典
当
日
に
お
い
て
、
政
府
か
ら
入
国
制
限
、
入
国
後
の
観
察
期
間
を
必
要
と

さ
れ
て
い
る
国
・
地
域
等
へ
の
渡
航
歴
、
当
該
在
住
者
と
の
濃
厚
接
触
が
十
四
日

以
内
に
あ
る
方

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
に
関
す
る
御
注
意
事
項









「
故
中
曽
根
康
弘
」
内
閣
。
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀

令
和
二
年
十
月
十
七
日
（
土
）

御
出
席

御
欠
席ふ

り
が
な

御
芳
名

御
連
絡
先
（
電
話
番
号
）

該
当
す
る
場
合
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
下
さ
い
。

口
車
い
す
で
の
御
来
場

※
介
添
者
を
同
伴
さ
れ
る
場
合
は
準
備
室
（
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
）
に
御
連
絡
下
さ
い
。

※
十
月
五
日
（
月
）
ま
で
に
御
投
函
願
い
ま
す
。
な
お
、
代
理
出
席
は
御
遠
慮
願
い
ま
す
。
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最
高
裁
判
所
稽
事

「
故
中
曽
根
康
弘
」
内
閣
。
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
委
員
長

内
閣
縄
理
大
臣
菅
義
偉

（
〒
Ⅲ
‐
伽
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
一
’
六
’
二

池
上
政
幸
様



謹
啓
「
故
中
曽
根
康
弘
」
内
閣
。
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
を
左
記

よ
り
挙
行
い
た
し
ま
す
の
で
御
素
内
申
し
上
げ
ま
す

敬
具

場 日

時
令
和
二
年
十
月
十
七
日
（
土
）
午
後
三
時

所
グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
新
高
輪
国
際
館
パ
ミ
ー
ル

今
和
一
一
年
九
月

「
故
中
曽
根
康
弘
」
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
委
員
長

内
閣
鰹
理
大
臣
菅
義
偉

記

に



○
自
動
車
標
識
票

○
手
荷
物

○
御
入
場
時
刻

○○

受服な
お
、
御
香
典
、
御
供
物
、
御
供
花
等
は
固
く
御
辞
退
申
し
上
げ
ま
す
。

葬
儀
当
日
御
注
意
事
項

付装

略
礼
服
又
は
平
服
等

国
際
館
パ
ミ
ー
ル
一
階
受
付
に
受
付
票
を
お
渡
し
に
な
り
、

控
え
を
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

儀
式
は
午
後
二
時
に
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
、
午
後
一
時
十

分
ま
で
に
受
付
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
当
日
は
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い
・

御
来
場
の
際
、
車
の
前
面
に
お
は
り
く
だ
さ
い
。

当
日
は
、
御
手
荷
物
の
御
持
参
は
御
遠
慮
願
い
ま
す
。



○
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
参
列
を
自
粛
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
そ
の
際
の
欠
席
連
絡
は
不
要
で
す
。

・
発
熱
や
咳
・
咽
頭
痛
等
の
症
状
の
あ
る
方
、
そ
の
他
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性
と
判
明
し
た
方
と
の
濃
厚
接
触
が
あ
る
方

・
同
居
家
族
や
身
近
な
方
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
疑
わ
れ
る
方
が

い
る
方
、
又
は
、
発
熱
や
咳
・
咽
頭
痛
等
の
症
状
の
あ
る
方
が
い
る
方

・
式
典
当
日
に
お
い
て
、
政
府
か
ら
入
国
制
限
、
入
国
後
の
観
察
期
間
を
必
要
と

さ
れ
て
い
る
国
。
地
域
等
へ
の
渡
航
歴
、
当
該
在
住
者
と
の
濃
厚
接
触
が
十
四
日

以
内
に
あ
る
方

○
式
典
当
日
は
次
の
事
項
に
御
留
意
く
だ
さ
い
。

・
式
典
中
も
常
に
マ
ス
ク
を
着
用
願
い
ま
す
。
な
お
、
式
典
の
趣
旨
に
鑑
み
、
白
色

無
地
を
基
調
と
し
た
も
の
を
御
用
意
願
い
ま
す
。

・
入
場
時
に
検
温
や
手
指
消
毒
を
実
施
し
ま
す
。

・
他
の
参
列
者
と
の
間
隔
を
最
低
一
ｍ
確
保
す
る
よ
う
御
協
力
願
い
ま
す
。

。
指
定
の
席
へ
お
掛
け
く
だ
さ
い
。
（
万
一
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性

と
判
明
し
た
方
と
の
濃
厚
接
触
が
疑
わ
れ
た
場
合
の
御
連
絡
に
必
要
な
た
め
）

ま
た
、
必
要
以
外
の
移
動
や
会
話
は
、
な
る
べ
く
お
控
え
く
だ
さ
い
。

・
入
場
時
に
お
け
る
検
温
で
発
熱
の
疑
い
が
あ
る
方
や
、
式
典
中
に
発
熱
の
疑
い
が

判
明
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
別
室
に
移
動
・
待
機
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
予
め
御
了
承
く
だ
さ
い
。

・
感
染
防
止
対
策
の
一
環
と
し
て
、
会
場
内
の
お
食
事
は
御
遠
慮
く
だ
さ
い
（
持
病

等
の
体
調
管
理
の
た
め
の
食
物
は
必
要
最
低
限
で
お
願
い
し
ま
す
。
）

・
飲
料
の
持
ち
込
み
は
紙
パ
ッ
ク
飲
料
の
み
で
お
願
い
し
ま
す
。

○
そ
の
他

・
参
列
後
十
四
日
以
内
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性
と
判
明
し
た
方

は
、
必
ず
速
や
か
に
内
閣
府
合
同
葬
儀
準
備
室
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
ｈ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
直
通
）
）

・
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ゥ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
に
よ
り
、
更
に
規
模
を
縮
小

等
す
る
場
合
は
、
改
め
て
御
連
絡
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
に
関
す
る
御
注
意
事
項









「
故
中
曽
根
康
弘
」
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀

令
和
二
年
十
月
十
七
日
（
土
）

御
出
席

御
欠
席ふ

り
が
な

御
芳
名

御
連
絡
先
（
電
話
番
号
）

該
当
す
る
場
合
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
下
さ
い
・

口
車
い
す
で
の
御
来
場

※
介
添
者
を
同
伴
さ
れ
る
場
合
は
準
備
室
（
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
に
御
連
絡
下
さ
い
。

※
十
月
五
日
（
月
）
ま
で
に
御
投
函
願
い
ま
す
。
な
お
、
代
理
出
席
は
御
遠
慮
願
い
ま
す
。
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出欠 推薦省庁名等

○ 最高裁判所 おおたに なおと 大谷 直人 最高裁判所長官 はがきにて回答済み

× 最高裁判所 いけがみ まさゆき 池上 政幸 最高裁判所判事

× 最高裁判所 こいけ ひろし 小池 裕 最高裁判所判事

× 最高裁判所 きざわ かつゆき 木澤 克之 最高裁判所判事

× 最高裁判所 かんの ひろゆき 菅野 博之 最高裁判所判事

× 最高裁判所 やまぐち あつし 山口 厚 最高裁判所判事

× 最高裁判所 とくら さぶろう 戸倉 三郎 最高裁判所判事

○ 最高裁判所 はやし けいいち 林
星
皐
一 勺

最高裁判所判事

○ 最高裁判所 みやざき ゆうこ 宮崎 裕子 最高裁判所判事

× 最高裁判所 みやま たくや 深山 卓也 最高裁判所判事

× 最高裁判所 みうら まもる 三浦 守 最高裁判所判事

× 最高裁判所 <さの こういち 草野 耕一 最高裁判所判事

× 最高裁判所 うが かつや 宇賀 克也 最高裁判所判事

× 最高裁判所 はやし みちはる 林 道晴 最高裁判所判事

× 最高裁判所 おかむら かずみ 岡村 和美 最高裁判所判事

○ 最高裁判所 いまさき ゆきひこ 今崎 幸彦 高等裁判所長官

0 最高裁判所 なかむら まこと 中村 I膜 最高裁判所事務総長

役職名 備考
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認

府総第5 2 4号

令和2年10月2日

最高裁判所事務総長 中村 愼殿

内閣府事務次官

山崎 重

｢故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明について

(依命通知）

標記について、本日別紙のとおり閣議了解されましたので、貴所においてもよろし

く御協力願いたく、命により御依頼申し上げます。

なお、弔意表明に際しては、下記事項に御配慮願います。

記

1．弔旗掲揚については､大正元年閣令第1号に準拠し､竿球は黒布をもって覆い、

旗竿の上部に黒布を付することとするが、弔旗として半旗掲揚の慣行のあるとこ

ろでは、それに従ってもよいこと。

2．黙とう時刻は、午後2時10分であること。

鍵蓋
重’細‘一

議=宣享7帝

謹
騒
篭

P＝

＝充も､一・も



「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における

弔意表明について

億｣ ‘期

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日 (10月17

日）には、哀悼の意を表するため、次のとおり措置するものとする。

1 各府省においては、弔旗を掲揚するとともに、葬儀中の一定時

刻（午後2時10分）に黙とうすること。

2 各府省は、前項と同様の方法により、哀悼の意を表するよう、

各公署に対し協力方を要望すること。
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(渓動
臣些

見供口
一一房

「故中曽根康弘」内閣。自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明につ｜
いて（通知）

別添のとおり通知してよろしいか。

故て添
別 文書番号

案
署
霊
一
織
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湘

中
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の
日

ｒい

起
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起
一
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大
中
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件名

伺

い

文
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案
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起案者

大分類

中分類

名称(小

最高裁秘書第2420号

受付日令和2年10月5日

R2， (0. 7

最高裁判所最高裁判所

事務総局秘書課秘書課庶義
務第一係

●一一 二℃”池島

■■
（庶務第一）庶務（事務）

交際
行

別紙2参照

決裁処理期限日

決裁日

施行処理期限日

施行日 R2、 （0 ，8

8高裁総務課庶務係，全地家
裁総務課庶務係施行先

分類）

池島憲子施行者
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最高裁秘書第エ¥2o号､'~ 認

（庶ろ－O2)

令和2年10月9日、

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司 法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

最高裁判所事務総局秘書課長大須賀寛之 、 ､？

′ 、 ､ぱ 「故中曽根康弘」内閣。自由民主党合同葬儀の当日における

弔意表明について（通知）

標記の合同葬儀の実施に伴い，内閣府事務次官から別添のとおり協力の依頼があ

りました。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から通知してください。



密

府総第5 2 4号

令和2年10月2日

最高裁判所事務総長 中村 愼殿

内閣府事務次官

山崎 重

｢故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明について

(依命通知）

標記について、本日別紙のとおり閣議了解されましたので、貴所においてもよろし

く御協力願いたく、命により御依頼申し上げます。

なお、弔意表明に際しては、下記事項に御配慮願います。

記

1．弔旗掲揚については､大正元年閣令第1号に準拠し､竿球は黒布をもって覆い、

旗竿の上部に黒布を付することとするが、弔旗として半旗掲揚の慣行のあるとこ

ろでは、それに従ってもよいこと。

2．黙とう時刻は、午後2時10分であること。



「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における

弔意表明について

鰹和奮'竿，恩

『故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日 (10月17

日）には、哀悼の意を表するため、次のとおり措置するものとする。

1 各府省においては、弔旗を掲揚するとともに、葬儀中の一定時

刻（午後2時10分）に黙とうすること。

2 各府省は、前項と同様の方法により、哀悼の意を表するよう、

各公署に対し協力方を要望すること。
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令和2年10月16日

事 務 連 絡

関係機関各位

内閣府大臣官房総務課

「故中曽根康弘」内閣。自由民主党合同葬儀の当日 (10月17日）

における弔旗の掲揚について

先般の閣議了解（令和2年10月2日付。別紙参照）において、弔

旗の掲揚についての御協力をお願いしていたところですが、弔旗の

掲揚を行う場合においては、葬儀当日(10月17日）の正午を過ぎて

からにしていただくよう、お願い申し上げます。

（ご参考：合同葬儀の当日における弔意表明について）

1 弔旗掲揚については、大正元年閣令第1号に準拠し、竿球は黒布をもって

覆い、旗竿の上部に黒布を付することとするが、弔旗として半旗掲揚の慣

行のあるところでは、それに従ってもよいこと。

2黙とう時刻は、午後2時10分であること。

本件連絡先：

内閣府大臣官房総務課

児玉、山本、肥高、今野

TEL:03-5253-2111 (内線|■■■､■■■）

FAX:■■■■■■■■



「故中曽根康弘」内閣。自由民主党合同葬儀の当日における

弔意表明について

に和慧呼‘週

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日 (1o月17

日）には、哀!'卓の意を表するため､次のとおり措置するものとする。

1 各府省においては、弔旗を掲揚するとともに、葬儀中の一定時

刻（午後2時10分）に黙とうすること。

2各府省は、前項と同様の方法により、哀悼の意を表するよう、

各公署に対し協力方を要望すること。



追悼の辞

従一位大勲位菊花章頸飾故中曽根康弘先生は、その生涯を通じ、高まいな識見と

豊富な経験とをもって国家のために献身されました。

特に、我が国が戦後の転換期を迎え、内外の情勢が困難な中にあって、内閣総理

大臣として我が国の繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい御業績は永

く歴史に残るものと信じます。

ここに、裁判所を代表し、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。

令和2年10月17日

最高裁判所長官大谷直人
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庶務第三係

も
審査℃
令和2年2月13日

秘書繰審醐縛●
【標題】

概要説明書（ 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における追悼の辞の筆

耕）について

【決裁事項】

標記の概要説明書として別添のとおり経理局主計課予算第三係に提出したいと考

えます。



令和2年2月13日

最高裁判所事務総局経理局御中

最高裁判所事務総局秘書課審査係

（担当神崎聡内線■■■）
概要説明書

1 案件名

追悼の辞の筆耕の業務

2 実行予定額

15, 400円（税込）

3 案件の具体的内容

令和2年3月15日に執り行われる「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬

儀（主催者内閣及び自由民主党）において，最高裁判所長官が述べる追悼の辞

の筆耕を依頼するものである6

4案件の具体的必要性

最高裁判所長官として， 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀において

追悼の辞を述べるに当たっては，追悼の辞は墨書による筆耕とする必要がある。

5添付書類

（1） 仕様書

(2) 見積書（3社）

ア株式会社プライムステーション

イ ヨシダ印刷株式会社

ウ株式会社白橋



(別紙）

仕様書

仕 様

一‐■－q ▼＝一

事 項
－
１

件名 追悼の辞の筆耕の業務

規格潤灘畷(靭好報）
｜

数量 ｜各1式(文字数追悼の辞:203字畳紙:4=)

＃ －－－

納入期限｜令和2年3月10日

納入場所：最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）
~ ･一~－ ‐-－ 1

組版 i
曾一 一一~~－－－－－－3…ラ

納入期限
卜…－ ‐

納入場所

1 組版

見本 1 口無圃有（■紙ロデータ(DWordDExcelDPDF□その他( ) )

1見本による(受注者は,最高裁判所(以下｢発注者｣という｡）において用意した和紙に，
|の大きさ,配字,余白その他の体裁につき見本に倣って墨書(薄墨)により筆耕するもの

読載の文を,書体,文字I
蕊，霞嘉蕊髻濯蟹灘b羅繍塑筧難殻皇善鬮躯頴嚇雲蕊碍卓の辞｣締綱の文を，書体，文子

．~ー‐~ ~‐－．… ~→､ : 一~… ‐…〒”一－－ ‐ ” ．ー~ｰ~…

|印刷方法｜ ロｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ログｲﾚｸﾄ･ロフォーム･口その他（ ）
, ．‐ ‐ …－－ 『 ．

’ 刷色 1 口墨 ロカラー(4色刷り） □その他（ ）
’ 一 ゞ ；

紙質 和紙白色(見本と紙質及び色が同等のもの）

製本 口無線とじ(並製本)･口針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･□その他
I －－ －一一一一 ・ －…一一一一・一.一-－－－－－－－－－．.… ”－~－－－－－一． ‐ ､ゞ‐ゞｰ~~． 、 ＝ － －一~.~－－－~~~一－－－･~…． ‐ー 、‐、－．－－~ー~.－－…~－－. ． ‐…‐ ‐ ョ

｜ 校正 受注者の持参校正とし,校正回数は1校までを基準とするが,その目的に達しない場合はこの限りでない。
｜ …－－－－－－－－－－…-"-.一一一一一一一一一…一一一一一一一 …‐……‐ ‐ ‐

i校正担当者｜秘書課審査係

｜ その他 （1）受注者は,本件業務について,この仕様書に定める事項を遵守すること。

|望緩鰯慾了ﾙについては’監督職員と調整の上，その遵守に努めること｡工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の上｡ ？’

|(3)本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協議の上,定めるものとする。
｜ 、

|は)作成し損じた場合の費用は,受注者の負担とする｡ 《

(5)本件成果物の著作権は,発注者に帰属する。

(6)成果物の納品の際は,品名,数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。

(7)成果物の納品の際は,折れ及び汚損等がないことを必ず確認すること。

(8)納品日時については,納入期限内で双方協議の上,決定する。

’

(駕議蕊棡



膠吉瀞冒雇陵細

追悼の辞

従一位大勲位菊花章頸飾故中曽根康弘先生は、その生涯を通じ、高まいな識見と

豊富な経験とをもって国家のために献身されました。

特に、我が国が戦後の転換期を迎え、内外の情勢が困難な中にあって、内閣総理

大臣として我が国の繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい御業績は永

＜歴史に残るものと信じます。

ここに、裁判所を代表し、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。

令和2年3月15日

最高裁判所長官 大 谷 直 人
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令和 2年 2月 12日

御見積書

恵株式鋪白橋
最 高 裁 判所御中

苧104-0032束京都中央区八丁堀4-4-1
TEL･03･3551｡1181 FAX.03-3555-0981

代表取締役白橋明夫

'瀞聯’ + !；善↑ ￥15 CO ’
■ P

・い【‐ ！
込山■口

昔L】罰

品 名 数量 葦 ．
壬
ユ

ｌ
■
■
■
■

０
４
－ 、 金 額

追悼の辞の筆耕の業務 1 式 14,000.00 14,000

0

0

（

（

〔

（

〔

0＆ 〔

（

｡ ■

少

申● 、

卿 灘繍鱗
鰯

§灘鵬灘鰭鰯繍 灘鶏鍵鰯
画
剛
Ａ
ｕ
晦
腰 ＄鵬鍵鶴鯛灘|灘蝿識灘灘

●
■ 消費税及び地方消費税 ．
’

1,40(

鱸鱗鍵鰯蕊灘灘鍵鍵蕊蕊
恥
晶
６
■
唾
Ｐ
●
齢
謁
昨繍雛蕊 I

ｂ
Ｒ
ｄ灘灘繍繍鰯鱗雛蝋

釦
釦
邸
剥
や
叩
興
醐
晶

０
弧
刃
旧
跡
剛
乢
創繍
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i/

御見積霧
／

株式会社プライムステーシ

代表取締役浅田 亨

本社 東京都新宿区愛住町19-i6富士
Tel. (03)3358-2201Fax. (03)3

支社 新潟市中奥反卜所I-1TB1貝-1新潟市中央区上所上1丁目13-1

最局詞

下記の通り御見積・入札申し上げます。
6

Tel.(025)281-4600Fax. (025)281-4601｡

令和’2年 2月 10日

¥44,880

領難

ﾖ惇の辞の筆耕の業溌
40．80（

一
一

計
一
税
一
計

一
費
一
合

↓
》

合
一
消
一
総

’
１
１
』
’
１
’
０
１
，
鈴

税

40,800|－－

4，080

－許…'－ ℃~－－－一－－
－“,880 1
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御見積書 No,

令和2年2月12日

会社
下記の通りお見種もり申し上げます。
何卒ご用命のほどお願い申し上げます。

東京都墨田区亀沢3-20-14
TELOS=3626-1301(代）
F郡O3－3626－1300

金沢本社〒921-8546

石川県金沢市御影町19-1

担当者■■■■■■

鍵鰯謹鰯¥16,SOO.-
…聯令和年月日
憩認露騒麓露最凄裁判所
鰯瀧麓露雲 貴省規程による

御見積金額I三含む…

⑨

I繍萄~~~~~~~~~~~~震~~…･…….………....…….…….~~…~~~~~~~~~~~~~~~~~….．..．……………..…．.‘.…1
1 0

F 9
0 0

＆ 8

0 0

1 d
f O

O q

O O

I 4
0 4

0 q

l － 4
9 ．． 1
8 0

8－口－－－－－－－－－－－－－－W訂づむ▽中・・・｡｡。■・●,■ごロ。■■■守口■■■■・即■■●●■■今■■■■・・今Q全勾■こら▲今▲▲▲－－－．－．－－－－－－一一ローーーーーー－－口－町一ローマ－句■ロローー・■ぬ。■ロ0口■ロ■●●』

q、
！砧名 数量 望 面 金 巌 (｛ 撹込金額）

追悼の辞の筆耕業務 ー

枚
一

円

16,500

円

溺蔚
l■■■■

■
ロ
吋
曜
⑤
■
一 鰯蕊

ー▲~二■■＝

梁
＝

ー

で
ロ
■
■

０

、

－

零
…
I

墨
聖

ー一▲ ､一▲ _ｰ■

礎餌M鯛
■ｑ

Ｊ
ＩＩ

Ｆ
■
ｐ
ｈ
Ｉ

…

1 追悼の辞の躍耕業務 1 式 150000 追悼の辞十曇紙

2 消貴説及び地方消賢税【10鮎】 1,500

3 以下余白

4

5

･6
凸

7

8
9K

9

10
●●

11

12

13
◆ ■

14
ヂ ー

令 4

15

蕊容賢識 ¥16.500



圃

-を詞， G, 弐・璽鰯

参事官秒 ③庶務主

⑦
③課長補佐
・曇隼･扇.～

●●
②蝿三●鞠弓

⑧

審査係

b●●
令和2年7月22日

“書課審査係幕0
【標題】

概要説明書（「故中曽根康弘」内閣？自由民主党合同葬儀における追悼の辞の筆

耕）について

【決裁事項】

標記の概要説明書として別添のとおり経理局主計課予算第三係に提出したいと考

えます。

賃〕7，ｺ2‐
×一{レプ誠1舞子賀琴多く；
人擬淑ぅ義姉

P1 ．7，1矛
主書1讓福募三緑：‘，

ぅ織毫菫3嘩書‘ﾍ藍錦利'II,



令禾ﾛ2年7月22日

最高裁判所事務総局経理局御中

最高裁判所事務総局秘書課審査係

（担当神崎聡内線■■■）
概要説明書

1 案件名

追悼の辞の筆耕の業務

2 実行予定額

15, 400円（税込）

3案件の具体的内容

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀（主催者内閣及び自由民主党）

において，最高裁判所長官が述べる追悼の辞の筆耕を依頼するものである。

4案件の具体的必要性

最高裁判所長官として， 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀において

追悼の辞を述べるに当たっては，追悼の辞は墨書による筆耕とする必要がある。

5添付書類

（1）仕様書

（2） 見積書（3社）

ア ，株式会社プライムステーション

イ ヨシダ印刷株式会社

ウ株式会社白橋

（3） 電話聴取書

、



(別紙）

仕様書

仕 様事項

件名 追悼の辞の筆耕の業務

追悼の辞(20cm×52.8cm)
畳紙(26.3Cm×45.5cnl)

－－－－ －一一△一一一一一

規格 ｜;｝ 心

数量 ：各1式

令和2年11月28日

最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）

納入期限

納入場所

組版

見本 口無園有(騒紙ロデータ(DWordDFxcelDPDF□その他( ) )

字詰，行数見本による(受注者は,最高裁判所(以下｢発注者｣という｡）において用意した和紙に,別添｢追悼の辞｣原稿記載の文を,書体,文字
及び段数の大きさ,配字,余白その他の体裁につき見本に倣って墨書(薄墨)により筆耕するものとする｡）。

印刷方法 ロオフセット(両面印刷)･ロダイレクト･ロフォーム･ロその他（ ）

刷色 i 口墨 ロカラー(4色刷り） □その他（ ）

紙質 和紙白色(見本と紙質及び色が同等のもの）

製本 ， ロ無線とじ(並製本)･口針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･口その他
i－‘

校正1#受注者の持参校壬と七胃校壬圏数は獺撰を基準と字ろ鵠一壱‘・賊+曇織紳場合はこ‘°限り昌零紳司
校正担当者｜秘書課審査係

その他 ｜(1)受注者は,本件業務について,この仕様書に定める事項を遵守すること。

秘書課審査係

(1)受注者は,本件業務について,この仕様書に定める事項を遵守すること。

(21校正等のスケジュールについては,監督職員と調整の上,その遵守に努めること｡工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の上，
その遵守に努めること。 ‘

(3)本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協議の上,定めるものとする。

似）作成し損じた場合の費用は,受注者の負担とする。

(5)本件成果物の著作権は,発注者に帰属する。

(6)成果物の納品の際は,品名,数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。

(7)成果物の納品の際は,折れ及び汚損等がないことを必ず確認すること。

(8)納品日時については,納入期限内で双方協議の上,決定する。

/．篦液
、
Ｉ
ｔ
、
Ｌ
４
，
１
１
●
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｊ
０
ｃ
ｆ
ｒ
，
ｆ
Ｊ

蒲調雷篠
"f'" 姦肘毒

１
塞
拶



追悼の辞

従一位大勲位菊花章頸飾故中曽根康弘先生は、その生涯を通じ、高まいな識見と

豊富な経験とをもって国家のために献身されました。

特に、我が国が戦後の転換期を迎え、内外の情勢が困難な中にあって、内閣総理

大臣として我が国の繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい御業績は永

く歴史に残るものと信じます。

ここに、裁判所を代表し、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。

令和2年⑳月⑲日

最高裁判所長官 ．大谷直人
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令和 2年 2月 12日グ

御見積書

■同）“当

き…白橋
〒10牛0032束京都中央区八丁堀4-4-1
TEL･03･3551-1181.FAX.03-3555-0981

最 高 裁 判 所御中

表取締役白橋明夫代

玉記の通りお見積り致します。
品 名 壷-皇篭堅温一匿雪園■■■哩而

ノ

追悼の辞の筆耕の業務 式1 14,000.00 14,000

０
－
０
－
０＊

０
－
０

0

０
－
０

（
0

－

合

Fロ

繍驚繍繍 繍鋼繍鬮鰯蕊露
0

ID剣

1,400

繍織鰯雛灘蝿灘繍騨灘繍翻
－
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御見積書

(鶴■の
社プライムステーシ

代表取締役浅田 亨

東京都新宿区愛住町19-16富士
Tel.(03)3358=2201Fax.(03)31

株式会
語裁半II可テ桐嘩

本社 東京都新宿区愛住町19-16富士
鳳下記の通り御見積。入札申し上げます。 Tel.(03)3358=2201Fax.(03)3

支社 新潟市中央区上所上1丁目13-16
Tel.(035)281T4600Fax.(025)281-4601

令和2年 2月 i0日

－－＝一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一

¥44,8SO

〆

駆 童I 単 イ、

ﾖ陣の辞の筆耕の業發
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御見積書 No,

会社
下記の通りお見積もり申し上げます．
何卒ご用命のほどお願い申し上げます。

粟京都墨田区亀涙S-ZO-14
1喧L的喝628-1307(代）
FMO3-3626-1300

金沢本社〒921-8546
石川県金沢榊影町19-1

錘謹謹塞職¥16,SOO.-
…令和隼月日

最高裁判所

＝~ 1副へ畠､ 、 貴省親看

…御見積金額に含む
【

（

ロ室了冒一宇ー.‐‐■－－‐＝一ー一一一一一一・・・●つ●●旬毎つごGウーの●ロクワマ●．｡ご●q画●宙■・め●鋲■・●．〃●か一一・一．－－－年一・－．．－－－．．．－－つ－・ゅ・・ ・・－．・｡・の一・・・■のm・口や。。■・己ら一・画回、

:(摘要) I

戸 ・
I ウ

0 0

1＝－～一一→－ ．－－－－－今一一一一・一一・や‘｡。●・・牢の口一一・・・・・一一‘･も竜一句一申一・毎■●一口や~。, ・・－－◆・■－の。・・・・・・・っ一一一一一 ・・-－．－｡。－．ローっ－．口一・一‘ －申。。‐・っ。、の夕．ローcのD■むつロ．の■屯〃

1畠 9 昌 ！ I r Q
b ■畳 雲 面 金踊《I 闘金1 閑）

追悼の辞の篭耕案務
● ●

◆

一

枚
ー

円

16,500
円

鞭 一 |窪黙璽離職 鞭噸
ｒ
ｈ ！
色

周
■
も
■ 零 鰯蝋 鯖|…

ｰ

蝋溌 …

1 鋤辞の畢耕業務 1
●

式 150000 追偲の浄畳経

2 嫡餐説及び地方消長税【10%] 1.500

3 以下余白

4

5

･8
』．

7

8 ●
少

0名

9

10
、

11

12

13

14
〆 の

云
奎
●

15

紗

§羅蕊 誘 剃6.500



電話聴取書

日 時令和2年7月21日 午後4時45分

相手方株式会社プライムステーション本社■■■■■■(03-3358-2201)
聴取者秘書課審査係神崎聡

要旨

1 令和2年2月に提示された仕様書と同内容の業務であれば， 同月

10日付け「御見積書」記載の金額（税込44, 880円）で引き

受けることが可能である。

2 現時点で葬儀の日程が8月から11月までの間になるか， 又は中

止となる可能性があるため， 日程が確定した後に契約となることは

承知した。

以上



電話聴

令和2年7月22日 午⑳･後

ヨシダ印刷株式会社東京本社｜

秘書課審査係神崎聡

取書

｜ ノ時i7分

｜ (03-3626-1301）

日 時

相手方

聴取者

邑
日要

1 令和2年2月に提示された仕様書と同内容の業務であれば， 同月

12日付け「御見積書」記載の金額（税込16， 500円）で引き

受けることが可能である。

2 現時点で葬儀の日程が8月から11月までの間になるか，又は中

止となる可能性があるため， 日程が確定した後に契約となることは

承知した。

以上



電話聴取書

令和2年7月22日 午前．、／時蒋分

株式会社白橋■■■■■(03-3551-1181）
秘書課審査係神崎聡

日 時

相手方

聴取者

邑
日要

1 令和2年2月に提示された仕様書と同内容の業務であれば,、同月

12日付け「御見積書｣記載の金額（税込15, 400円）で引き

受けることが可能である。

2 現時点で葬儀の日程が8月から11月までの間になるか，又は中

止となる可能性があるため， 日程が確定した後に契約となることは

承知した。

以上



(別紙様式第9）

調達依頼書

口最高裁判所契約担当官殿

■最高裁判所支出負担行為担当官殿 依頼者名局課名

請求事由(具体的･詳細に記載すること）

■■曽根康 」内陪二日目＝ ′エウ合一葬儀 、い寺高裁半 j､ボヘ ＝の辞＝＝三 筆耕と

※太枠線内を記入すること。

用度

課長

課長

補佐
係長 係員

最高裁弘書合亨569号

令ラ ﾐﾛ2年2兵 19日

秘書課 神崎聡

担当係(担当者） 審査係(神崎(内線■■)）

案件名 依頼内容 数 量 考
生

用

筆耕 別紙仕様書のとおり 1式
｢故中曽根康弘｣内閣・自由民
主党合同葬儀追悼の辞



(別紙）

仕様書

事 項
〆、

仕 様

件 名 追悼の辞の筆耕の業務

規格
(1)追悼の辞(20cm×52.8cm)
(2)畳紙(26.3cm×45.5cm)

数 量 各1式(文字数追悼の辞:203字畳紙:4字） ‘

納入期限 令和2年3月10日

納入場所 最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）

組版

見本 口無■有（■紙ロデータ(DWordDExcelDPDF□その他( ) )

字詰 行数
及び段数

見本による(受注者は,最高裁判所(以下｢発注者｣という｡）において用意した和紙に,別添｢追悼の辞｣原稿記載の文を,書体，文
字の大きさ,配字,余白その他の体裁につき見本に倣って墨書(薄墨)により筆耕するものとする｡）。

印刷方法 ロオフセット(両面印刷)・ロダイレクト･ロフオーム･□その他（ ）

刷 色 口墨 ロカラー(4色刷り） □その他（ ）

紙質 和紙白色(見本と紙質及び色が同等のもの）

製本 口無線とじ(並製本)･口針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･□その他

校正 受注者の持参校正とし,校正回数は1校までを基準とするが,その目的に達しない場合はこの限りでない。

校正担当者 秘書課審査係

その他 (1)受注者は,本件業務について,この仕様書に定める事項を遵守すること。

(2)校正等のスケジュールについては,監督職員と調整の上,その遵守に努めること。工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の
上,その遵守に努めること。

(3)本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協議の上，定めるものとする。

(4)作成し損じた場合の費用は,受注者の負担とする。

(5)本件成果物の著作権は,発注者に帰属する。

(6)成果物の納品の際は,品名，数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。

(7)成果物の納品の際は,折れ及び汚損等がないことを必ず確認すること。

(8)納品日時については,納入期限内で双方協議の上,決定する。



追悼の辞

従一位大勲位菊花章頸飾故中曽根康弘先生は、その生涯を通じ、高まいな識見と

豊富な経験とをもって国家のために献身されました。

特に、我が国が戦後の転換期を迎え、内外の情勢が困難な中にあって、内閣総理

大臣として我が国の繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい御業績は永

く歴史に残るものと信じます。

ここに、裁判所を代表し、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。

令和2年3月15日

最高裁判所長官大谷直人



(別紙様式第9）

調達依頼書

口最高裁判所契約担当官殿

■最高裁判所支出負担行為担当官殿 依頼者名局課名

請求事由(具体的･詳細に記載すること）

「故ﾛ口舌＝＝‐ 内閣三豊日＝ 坐合一葬儀 手高裁半｣所長 § ＝

※太枠線内を記入すること。

用度
課長

課長

補佐
係長 係員

最高裁秘言寺第1816号
ニ
ニ
ノ

〈
祠 ﾐﾛ2年7兵 31日

秘書課 神崎聡

担当係(担当者） 審査係(神崎(内線■）

案件名 依 り項 内容 数 量 1 考
士

利

筆耕 別紙仕様書のとおり 1式 ｢故中曽根康弘｣内閣・自由民
主党合同葬儀追悼の辞



(別紙）

仕様書

事 項 仕 様

件 名 追悼の辞の筆耕の業務

規格
(1)追悼の辞(20cm×52.8cm)
(2)畳紙(26．3cm×45.5cm)

数 量 各1式

納入期限 令和2年11月28日

納入場所 最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）

組版

見 本 □無 ■有（■紙ロデータ(DWordDExcelDPDF□その他( ) )

字詰 行数
及び段数

見本による(受注者は,最高裁判所(以下｢発注者｣という｡）において用意した和紙に,別添｢追悼の辞｣原稿記載の文を，書体,文
字の大きさ,配字,余白その他の体裁につき見本に倣って墨書(薄墨)により筆耕するものとする｡）。

印刷方法 ロオフセット(両面印刷) ･ロダイレクト･ロフォーム･□その他（ ）

刷色 口墨 ロカラー(4色刷り） □その他（ ）

紙質 和紙白色(見本と紙質及び色が同等のもの）

製本 口無線とじ(並製本) ・口針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･□その他

校 正 受注者の持参校正とし,校正回数は1校までを基準とするが,その目的に達しない場合はこの限りでない。

校正担当者 秘書課審査係

その他 (1)受注者は,本件業務について,この仕様書に定める事項を遵守すること。

(2)校正等のスケジュールについては,監督職員と調整の上,その遵守に努めること。工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の
上,その遵守に努めること。

(3)本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協議の上，定めるものとする。

(4)作成し損じた場合の費用は,受注者の負担とする．

(5)本件成果物の著作権は,発注者に帰属する。

(6)成果物の納品の際は,品名，数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。

(7)成果物の納品の際は,折れ及び汚損等がないことを必ず確認すること。

(8)納品日時については,納入期限内で双方協議の上,決定する。



追悼の辞

従一位大勲位菊花章頸飾故中曽根康弘先生は、その生涯を通じ、高まいな識見と

豊富な経験とをもって国家のために献身されました。

特に、我が国が戦後の転換期を迎え、内外の情勢が困難な中にあって、内閣総理

大臣として我が国の繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい御業績は永

く歴史に残るものと信じます。

ここに、裁判所を代表し、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。

令和2年月 日

最高裁判所長官大谷直人
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数量 各'式〆 ．
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／
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｡）。
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及び段数｜の大きさ》配字,･余白その他の体裁につき見本に倣って墨書
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刷色 口墨 ロカラー(4色刷り） □その他（ ）
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(3)本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協礒の上,定めるものとする。
／

(4)作成し損じた場合の費用は,受注者の負担とする。
〆

(5)本件成果物の著作権は,発注者に帰属する。
ぞ

(6)成果物の納品の際は,品名,数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。 ‐

(7)成果物の納品の際は,折れ及び汚損等がないことを必ず確認すること。

(8)納品日時については,･納入期限内で双方協議の上,決定する。 〆
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I



追悼の辞

従一位大勲位菊花章頸飾故中曽根康弘先生は、その生涯を通じ、高ま1

豊富な経験とをもって国家のために献身されました。

特に、我が国が戦後の転換期を迎え、内外の情勢が困難な中にあって、

大臣として我が国の繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい＃

く歴史.に残るものと信じます。

ここに、裁判所を代表し、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。

高まい

な中にあって、

な識見と

内閣総理

その輝かしい御業績は永

令和2年月 日

最高裁判所長官大 谷 直人

〆



積算メモ(追悼の辞の筆耕）

令和2年8月5日

経理局用度課役務調達係 典●安達



20-02-12117:44鰄鐘熊ｆ

;0335550981 ＃ 2／ 2l 《
f

〆

令和 2年 2月
御見積書

12日
目

嵩最 裁 判 所御中

葱…白橋
離蝋瀞繍聴:録

代蕊取締役白橋服
ノ

｡ ■

0 口 ． ▲
甲

一▲■

／

急

（

睡遜鐘塾麹趨鍵鍵選
ワ －－ ‐

館 名． ＃ R量 2 a1 立 ＆
４
－ 園

、
口
０
－ 金

●■ ｡

額
一
●

追悼の辞の筆耕の業務
~ ‐

1
■■

ｰ

篭Z
己
ｂ

ｑ
字 4 ’
蘭． )0（ f0O

■ ■

14ぷ00

■
９ 0

0

◆ 6

』 0

0

0
△
号
■

0

0

･8

0

0

『弓

8 6

●■

b 色

●

び

●

‐言

0

I
’

］ I鯉……q

踞喧

’

リ
■

Ｒ
胴
田
月
■
９
１
二
日
ｇ
、
I

●
心

■～P－b－唾

認
園
■

■
Ｐ
Ｌ
Ｂ
日
日
、 4

、
N

I ：
用

鶴懸職灘繊識
塗$唖＝Z睡函…

●一一興＝ご今=＝面＝、 妬
｡－

ロ一一句ロ

､函査ニーマ可罪＝…

、

１
３
Ｎ
蕊 愚

q訂ロ■● 蕊！
叩
も
鹿
堀

＃
謡1

§

霜鰯 ；
W
８
Ｎ
．
０
日
Ⅱ
■

I

l

i
；
面
《
『
幻

’

…割

Ｕ
用
・
口
Ｄ
■
Ｄ
Ｕ
ｐ
印

繩

鰯
４
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｊ
１
ｄ
Ⅱ

勺
Ｑ
ロ
ワ

懲蕊蕊
■

職
■ﾛ■■■■

畷
■■四

§

０
咽
■
■
■

鯛

i費i

一

■

酉

鬮

ｂ
も :盈祇！
ー▽＝‐一
一 ■
也方；司 反 ヴ
■
＝ _0卓 』
一＝

凹
里 費矛 息 1,"q

灘
一
賎
謡
監
＝

一

凶
Ｄ
Ｆ

」
■
Ⅲ

●e 己 。

認
…鄙

一

ー
灘
蜜

園。

鯛緊
豆室"
§§§蕊
1V哩哩哩＝

一

『

…ロ

■エニ 職
琶酒面g……タリ躍琴＄8

|柵
一一ケ■ 鰯
1万坪p頃P盃ﾛ，§ 灘

命 Ｉ
慨§ 唾蕊 ！

閃
■
ｈ
白
山鱸



電話聴取書

令和2年7月22日 午後1時45分

株式会社白橋■■■■■(03-3551-1181）
秘書課審査係神崎聡

日時

相手方

聴取者

』
日要

1 令和2年2月に提示された仕様書と同内容の業務であれば， 同月

12日付け「御見積書」記載の金額（税込15, 400円）で引き

受けることが可能である。 ／
辱

2 現時点で葬儀の日程が8月から1 1月までの間になる＼か， 又は中

‘止となる可能性があるため， 日程が確定した後に契約となることはとは

承知した。

以上
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文書番号

|最高裁経用第2410号

伺|別添のとおり契約締結してよろしいか。
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書ど掌フ言青

追悼の辞の筆耕業務｡(以下｢業務」という。 ）に関する令和2年⑳月轍日付け請負契約につ
いて,以下の条項及び別添仕様書jこよりお請けします。

、僕務の名称，期間等）

第1条業務の名称,期間，業務内容等，契約単価,契約金額及び納入場所は次のとおりとする。
（'）名 称追悼の辞の筆耕業瀧 ／ ／

（2）期 間契約日から命和室j年11項30月まで
（3）業務内容等仕様書のとおり

〈4)契約金額金1ざ隙 4QQ円､/
（うち消費税及び地方消費税額'さ， 400．円を含む）

（5）納入場所仕様書のとおり

（業務完了の検査）

第2条受注者は，業務が完了した場合には，その旨を書面により発注者に通知しなければな･ら

ない。

2発注者は，前項の通知を受理した場合には，その受理した日から起算して10日以内に，発

注者の定めた検査職員らに必要な検査をさせ，その結果を受注者に通知しなければならない。
（代金の支払）

第3条受注者は；前条第2項の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，遅滞なく適法な

代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2発注者は,前項の支払請求書を受理した日から起算して30日 （以下「約定期間」とい
う。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
（履行遅延の賠償）

第4条発注者は,約定期間内に代金の支払をしなかったときは，遅延損害金を受注者に支払
わなければならない。

2受注者は,その責めに帰すべき事由により業務を遅滞した場合には,遅延損害金を発注者に
支払わなければならない。

3前2項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し，発注者Aにつ

いては，遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256

号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務

省告示の施行日による。 ）の割合で，発注者Bについては遅延日数に応じて民法（明治29

年法律第89号）第404条に基づき算出される法定利率の割合で， また，前項の場合にお

いては遅延した業務部分に対する請負代金相当額に対し,遅延日数に応じ民鑓(明靖”年
法律第89号)第404条に基づき算出される法定利率の割食でそれぞれ計算した額とする。
ただし，その額に’00円未満の端数が,ある場合は， これを切り捨て，その額が’00円未
満である場合は，その支払を要しないものとする。

（秘密の保持）

第5条発注者及び受注者並びにその職員代理人及び使用人は， この業務に際し知り得た相手
方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

(発注者の契約解除権)。
第6条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれかに該当する
場合には, この契約を解除することができる。このうち,第2号から第4号までに該当する
場合は，何らかの催告を要しない。



（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合（第4号を除く。）

ただし，違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは， この限りで
：はない。

（2）監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ,又は妨げようとした場合
（3）詐欺その他の不正行為をし,又はしようとした場合
（4）民法第542条1項各号に該当するときその他, この契約の目的を達することができない
と認められる場合
2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

‘3発注者は,第'項の規定により契約を解除した場合I室蜘て,業務の既済部分で検査に合格
したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払わなければならなV，
4第2項及び前項の規定感民法第5必条2項に基ろき契約の=雛解除する塞合に準用す
る。

（受注者の契約解除権)．

第7条受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合には，この契約を解除すること
ができる。このうち,第2号文は第3号に該当する場合は，何らの催告を要しない。
（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合(第召号を除く｡ ）
(21著しく契約条項と異なる指示をしたため，この契約を履行載るこどが不能となった場合
（3）民法第542条1項各号に該当するときその他この契約の目的を達することができないと

．.・ 迄 ． ；、 ‐．

認められる場合
． ． ． ？ ．． 息

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

3受注者が第'項の規定により契約を解除した場合において,業務の既済部分で検査に合格し
たものがあるときは,発注者は, これに相当する代金を受注者に支払わなければならない。
4第2項及び前項の規定は,民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に準用す
る。

（違約金） ・

第8条前二条の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約金どして契
約金額の’0分の’に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に支払わなければ
ならない。

（契約の疑義）

第9条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協議して
定めるものとする。

令和2年
受注者

月 日

東京都中央区八丁堀4丁目4番1量／
株式会社白橋／

／

代表取締役” ／ 白橋明夫．

最高裁判所支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚司殿



仕様書

事項 ’ 仕 様

件名 追悼の辞の筆耕の業務

－－－－'－－ 〒→－－"一

規格 ，(1)追悼の辞(20m×52.8cm)
②畳紙(26.3m×45.5cm)

数量 』各1式

i--- ‘－‐ ‘－ 、一一一一 ’ 一一 ， ．“ 、

納入期限i令和2年11月30日か
‘---一一一 ‘ ‐… ‐ ‐.'蟻－． ~ ！

｜納入場所｜最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）

組版. l

見本 口無図有（翻紙ロデータ(DWordDExcelDPDF□その他( ) )

字詰，行数‘見本による(受注者は,最高裁判所(以下｢発注者｣という｡)において用意した和紙に,別添｢追悼の辞｣原鎬記載の文を,書体,文字
｜及び段数の大きさ,配字,余白その他の体裁につき見本に倣って墨書(薄墨)により筆耕するものとする｡)．

②

；印刷方法ロオフセツト(両面印刷)･ロダイレ外･ロフオーム･ロその他（ ）

刷色 1 口墨 ロカラー<4色刷り） □その他（ ）

｜ 紙質 和紙白色(見本と紙質及び色が同等のもの）

． ‐ ． ’ 一一一葦一一一一一 －－一…-－－－－-一急－－－
｜ ‘製本 口無線とじ(並製本)･口針金とじ･口上製本･口帯･ロ見返し･ロその他
i _‐ __ ‐一:－－．筆一一一 ． ？ー “-----.-,- ． -‘ “ ． ‘ .,....._….一『－．－.→-.-.－．一._．………----...-‘一.一."ゞ～-- .‘…. ． － .‐ ‐－－． ‐… …….-..-－－ ．…ー…一一‐全一－－－－－－－．

その他 ‘<1）受注者は,本件業務について,この仕標書に定める事項を遵守すること。

(2)本件業務のスケジュールについては,監督職員と調整の上,その遵守に努めること｡工程力漣れる場合は再度監督職員と調整の
上,その遵守に努めること｡、 ．

I

D

(3)本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協議の上,定めるものとする。

(4)作成し損じた場合の費用は,受注者の負担とする。

(5)本件成果物の著作権は,発注者に帰属する。

(6)成果物の納品の際は,品名,数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。

(7)成果物の納品の際は,折れ及び汚損等がないことを必ず確認すること。

(8)納品日時については,納入期限内で双方協儀の上,決定する。

I

｜
I



追悼の辞

従一位大勲位菊花章頸飾故中曽根康弘先生は、その生涯を通じ＄高まいな識見と

豊富な経験とをもって国家のために献身されました。

特に、我が国が戦後の転換期を迎え、内外の情勢が困難な中にあって、内閣総理

大臣として我が国の繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい御業績は永
､く歴史に残るものと信じます。

ここに、裁判所を代表し、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。

令和2年月 日

最高裁判所長官大谷直人

（
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0
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0

0

■

小 計 14,Om

消費税及び地方消費税 1,400

合 計 15,辱側
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御見積書
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１
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No.20200828-001

令和2年8月28日
、‐･~_ 凸_一

最高裁判所 御中 燕
採
購

下記の通りお見積もり申し上げます。
何卒ご用命のほどお願い申し上げます。

TELO3-3626-1301(代）
FAXO3-3626-1300
金沢本社〒921-8546
石川県金沢市御影町19-1

担当者■■■■■■

鐸見穣金額 ¥16,500.-口 f P

/…令和年月日 ■

≦翻繍 最高裁判所

這譽輕董 貴省規程による
’

運黄諸掛 御見積金額に含む
－－－
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品名 数量 単価 金額(税込金額）
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1 追悼の辞の筆耕業務 1 式 15,000 追悼の辞十畳紙

2 消費税及び地方消費税【10％】 1,500

3 以下余白
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株式会

頂l ･■

本社

支社

下記の通り御見積。入札申し上げます。

｜

’

Tel. (025)281-4600Fax.(025)281-4601i

I

令和 2年 8月 31日
８
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１
１

〆
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株式会

最高裁判所御中

本社

支社

下記の通り御見積。入札申し上げます。 3

Tel. (025)281-4600Fax. (025)281-4601

令和2年 8月 31日

¥44,880
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謹壽言青

追悼の辞の筆耕業務（以下「業務」 という6 ）に関する令和2年9月14日付け請負契約に

ついて，以下の条項及び別添仕様書によりお請けします。

（業務の名称,期間等）

第1条業務の名称，期間業務内容等，契約単価契約金額及び納入場所は次のとおりとする。

（1）名 称追悼の辞の筆耕業務

(2)期 間契約日から令和2年11月30日まで

． (3)業務内容等仕様書のとおり

（4） 契約金額金15， 400円

（うち消費税及び地方消費税額1， 400円を含む）

（5） 納入場所仕様書のとおり

（業務完了の検査）

第2条受注者は，業務が完了した場合には，その旨を書面により発注者に通知しなければなら

ない。 ，

2発注者は，前項の通知を受理した場合には，その受理した日から起算して10日以内に，発

注者の定めた検査職員らに必要な検査をさせ,その結果を受注者に通知しなければならない。

（代金の支払）

第3条受注者は，前条第2項の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，遅滞なく適法な

代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2 発注者は,．前項の支払請求書を受理した日から起算して30日 （以下「約定期間」 とい

う。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。

（履行遅延の賠償）

第4条発注者は,約定期間内に代金の支払をしなかったときは，遅延損害金を受注者に支払
わなければならない。

2受注者は, ‘その責めに帰すべき事由により業務を遅滞した場合には，遅延損害金を発注者に

支払わなければならない。

3 前2項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し，発注者Aにつ

いては，遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256

号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし；率適用は財務

省告示の施行日による｡ . ）の割合で，発注者Bについては遅延日数に応じて民法（明治29

年法律第89号）第404条に基づき算出される法定利率の割合で， また，前項の場合にお

いては遅延した業務部分に対する請負代金相当額に対し，遅延日数に応じ民法（明治29年

法律第89号）第404条に基づき算出される法定利率の割合でそれぞれ計算した額とする。

ただし, 、その額に100円未満の端数がある場合はウ これを切り捨て， その額が100円未
満である場合は，その支払を要しないものとする。

（秘密の保持）

第5条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は， この業務に際し知り得た相手
方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除権）

第6条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれかに該当する

場合には， この契約を解除することができる。 このうち，第2号から第4号までに該当する
場合は，何らかの催告を要しない。

●
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（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合（第4号を除く。 ）

ただし，違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは， この限りで

はない。

（2） 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

（3）詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合

（4） 民法第542条1項各号に該当するときその他， この契約の目的を達することができない

と認められる場合

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

3発注者は,第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に合格

したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払わなければならない。

4第2項及び前項の規定は，民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に準用す

る。

（受注者の契約解除権）

第7条受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合には， この契約を解除すること

ができる。このうち，第2号又は第3号に該当する場合は，何らの催告を要しない。

（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合（第3号を除く。 ）

（2）著しく契約条項と異なる指示をしたため， この契約を履行することが不能となった場合

（3） 民法第542条1項各号に該当するときその他この契約の目的を達することができないと

認められる場合

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

3受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に合格し

たものがあるときは，発注者はげこれに相当する代金を受注者に支払わなければならない。

4第2項及び前項の規定は，民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に準用す

る。 、

（違約金）

第8条前二条の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約金として契

約金額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に支払わなければ

ならない。

（契約の疑義）

第9条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協議して

定めるものとする。
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．
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＆
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東京都中

株式会社

代表取締

令和2年

受注者 番1号

●明夫
I

’

i
最高裁判所支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚司殿



一

仕様書

項
一
名

事
件

仕 様
｜
｜

1

１
１
１

Ｉ 追悼の辞の筆耕の業務

(1)追悼の辞(20cm×52.8cm)
(2)畳紙(26.3cm×45.5cm)I 規格 ｜

L _－－

|““
一
限

量
一
期

数
一
入
一
納

各1式

１
１

令和2年11月30日

納入場所 最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）

二
組版
一

見 本 口無■有〈■紙ロデータ(DWordnExcel □PDF□その他( ) )

’
－一一一皀守 －－ 一

字詰，行数
及び段数

印刷方･法

見本による(受注者は,最高裁判所(以下｢発注者｣という｡）において用意した和紙に,別添｢追悼の辞｣原稿記載の文を,書体,文字
の大きさ,配字,余白その他の体裁につき見本に倣って墨書(薄墨)により筆耕するものとする｡)。

一
‐
１
１
劃
．

ロオフセット(両面印刷)･口ダイレクト・ロフオーム?□その他（ ）

1
1 刷 色 口墨 ロカラー(4色刷り） □その他（ ）

一
．
’
１
１
４
０
，
．
１
１
「
１
，
１
４

’｜ 紙質
和紙 白色(見本と紙質及び色が同等のもの）

I
D

｜

’口無線とじ(並製本)･口針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･□その他製本
ト
ー
印

(1)受注者は,本件業務について,この仕様書に定める事項を遵守すること。

(2)本件業務のスケジュールについてはう監督職員と調整の上,その遵守に努めること｡工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の
上,その遵守に努めること。

その他

I

’

｜

’
(3)本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協議の上,定めるものとする。

(4)作成し損じた場合の費用ば,受注者の負担とする。

８
Ｉ
ト
ー
１
Ｎ
Ⅱ
リ
ト
ー
ト
０
１
１
句
３

(5)本件成果物の著作権は,発注者に帰属する。

１
１
１

６
７
８

１
１
１

成果物の納品の際は,品名,数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。

成果物の納品の際は,折れ及び汚損等がないことを必ず確認すること。

納品日時については,納入期限内で双方協議の上,決定する。

’
I

I

F

’

｜
I
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I

追悼の辞

Ｉ
ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ
Ｉ

従一位大勲位菊花章頸飾故中曽根康弘先生は、その生涯を通じ、高まいな識見と

豊富な経験とをもって国家のために献身されました。

特に、我が国が戦後の転換期を迎え、内外の情勢が困難な中にあって、内閣総理

大臣として我が国の繁栄のために全力を傾けられました。その輝かしい御業績は永

可
く歴史に残るものと信じます6

ここに、裁判所を代表し、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。

エ

令和2年月日

最高裁判所長官大谷直人

よ

ユ



I



医罰

●参事 庶務主①

課長補● 庶務第三●

令和2年10月2日

“書課審査係神●
【標題】

検査調書（ 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における追悼の辞の筆耕）

について

【決裁事項】

標記の検査調書として別添のとおり経理局用度課役務調達係に提出したいと考え

ます。



(別ﾗ秀､

検査調書
ー

件 名

規格及び数量

追悼の辞の筆耕の業務

追悼の辞(20m×52. 8cm),畳紙(26

5cm)各1式

令和2年9月’4日／

令和2年11月30日

3m×45．

契約年月日

納入期限

検査年月日

納入年月日

令和2年10月●日

令和2聯雷日

上記について検査したところ，請書及び仕様書のとおり給付が完了したことを

認める。

令和2年10月●日

検査職員

最高裁判所事務総局秘書課

裁判所事務官岩倉一秀
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消費税及び地方消費税

了三音ご~?~で葛司一
下記の口座にお振り込みをお願い致します。

’ ／
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検査調書

追悼の辞の筆耕の業務／

追悼の辞(20伽×52. 8cm),畳紙(26.

5伽）各1式

令和2年9月14日
／

令和2年11月SOB

令和2年10月2日／
／

令和2年10月2日

件 名

規格及び数量 acm×45.

契約年月日

納入期限

検査年月日

納入年月日

上記について検査したところ，ー

e 請書及び仕様書のとおり給付が完了したことを‐

し

認める。

、

令和2年10月2日 ／〆

検査職員
、

最高裁判所事務総局秘書課

裁判所事務官岩倉一
／

●



決裁区分決裁区分 甲
』

決裁

(決裁後供覧）

【｢故中曽根康弘｣内閣･自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明について】
(伺い）
標記の件について， 「合同葬儀当日に半旗を掲揚する]という対応をしてよろしいか。

(説明）

･標記の合同葬儀につきまして,内閣府事務次官から黙祷,弔旗等の協力依頼があり
ました。

例年は,戦没者追悼式や東日本大震災の追悼式などの機会に黙祷半旗掲揚の措置
等を行っております｡当日(10月17日)は土曜日なので庁内で黙祷はできませんが，
半旗の掲揚の対応はしたいと思料します。

‘輔!=-ド､区も§¥紺鵠’瀧遼と；上…ご可(組1局御“尚'壷F1轆卿。

､執の捲構腓.守備静鋤融･行､､河｡釣窪職選j系も趣く守髄盤銘廟。
（粥趣L)

【添付書類】
秘書課からの周知依頼ﾒール

’
｜ 終了R |終了日 令和2年10月 ノ3日

一

開始日 l 令和2年10月？日
r

L 、総務課庶務係主筆事務 (内線■■■）回答日

所長 事務局長 事務局次長 総務課長 総務課補佐 庶務係長 庶務係

● ● ● ● ● ●
経理課長

●

経理課補佐

●

管理係長

●

管理係

仏

●



同

b

村松俊総研･庶務係

差出人:

送信日時：

宛先：

池島憲子（最高裁判所秘書課庶務第一係）

2020年10月8日木曜日9:21

'今田義紀（総務局庶務主任）!; ‘杉浦昭夫（総･第一課庶務係） ，; ‘総務局庶務Ⅷ#;

'原口純子（人事局庶務主任） ’; !平田友美(人･総・庶務係長)!; ‘経理局庶務係MLi;

‘田中由紀子(経理局総務課補佐) ‘; ‘八幡有紀(経理局庶務主任) !; '高橋理恵
（民･一･庶務係長） '; !山崎紗惠子(民一・庶務係)'j !瀬尾由美子(民事局庶務係)';

'大武浩(民事局庶務主任) '; '奥山あきほ(刑･－.庶務係)'; '高田ルミ(刑.－.庶務
係)，; ，三上嵩洋（刑･－．庶務係長） '; '谷口弘城(刑･庶務主任)'; '岩澤善墓(行政局

庶務係） ，; ，緒方陽子（行政局庶務係長） ,; '土田林太郎（行政局庶務主任） '; #熊倉

秀行(家庭局庶務主任） ！; '神山剛（家･－．庶務係長） ’； '中西道子（家･－．庶務

係） !;寝澤智美(家･－.庶務係)，;広報課ML'; '落合真人(広･課長補佐)!;鎌田拓

也(情庶務係)!; '神山千栄子(情政庶務主任) '; '萩原洋介(情.庶務係長),; ,佐治玲
子（図･総・庶務係長） ’;曽根寛(図｡庶務主任)'; '藤代昭卓（図書館総務課庶務

係） ';審議官室ML;裁判部庶務係Ⅲ; '司研総務課庶務係MLi; !早田和正(司研･総・

課長補佐） ’;総研庶務係ML

岩倉一秀（庶務一補佐） ；西谷俊彦（庶務一係長） ･;歌代卓也（秘書課庶務一） ；

吉川祐貴（秘．庶務一） ；谷塚真由美（秘｡庶務一） ；辻翔子（秘書課庶務一） ；高

橋優子(庶務一) ； ・

【秘書課】｢故中曽根康弘｣内閣，自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明について(通

CC:

伸名：

知）

01通知ldocX;02別添文書（協力依頼) .pdf添付ﾌｧｲﾙ：

関係者各位
0

いつもお世話になっております。

件名の合同葬儀に関し，別添のとおり送信いたしますので，
各局課等内の周知について， よろしくお取り計らいください。

*＊＊＊＊＊***********＊＊****＊********＊＊*＊＊＊＊＊

最高裁判所事務総局秘書課
庶務第＝係池島憲子

TEL:03-3264-8111 (代表) (内線■
■■■■■■■■(直通）

FAX:■■■■■■■■

E-mail

**************************************＊＊

I

1



0

最高裁秘書第2420号

（庶ろ－O2)

令和2年10月8日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

最高裁判所事務総局秘書課長大須賀寛之

［故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における

弔意表明について（通知）

標記の合同葬儀の実施に伴い，内閣府事務次官から別添のとおり協力の依頼があ

りました。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から通知してください。



函

府総第5 2 4号

令和2年10月2日
「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における

弔意表明について

最高裁判所事務総長 中村 愼殿

懐‘剛内閣府事務次官

山崎 重

「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日 （10月17

日）には、哀悼の意を表するため、次のとおり措置するものとする。
｢故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明について

(依命通知）

1各府省においては、弔旗を掲揚するとともに、葬儀中の一定時

刻（午後2時10分）に黙とうすること。

2各府省は、前項と同様の方法により、哀悼の意を表するよう、

各公署に対し協力方を要望すること。

標記について、本日別紙のとおり閣議了解されましたので、貴所においてもよろし

く御協力願いたく、命により御依頼申し上げます。

なお、弔意表明に際しては《下記事項に御配慮願います。

記

1．弔旗掲揚に:ついては､大正元年閣令第1号に準拠し､竿球は黒布をもって覆い、

旗竿の上部に黒布を付するこ．ととするが、弔旗として半旗掲揚の慣行のあるとこ

ろでは、それに従ってもよいこと。

2．黙とう時刻は、午後2時10分であること。

、
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